
  彩の国さいたま人づくり広域連合文書管理規則 

 

令和７年１月２３日 

規則第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、別に定めるもののほか、文書等の管理について基本的な事項を定め

るものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記

録をいう。以下同じ。）をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これらに類するもの

を除く。 

(2) グループ 彩の国さいたま人づくり広域連合行政組織規則（平成１１年彩の国さい

たま人づくり広域連合規則第１号。以下「行政組織規則」という。）第２条に規定する

企画・総務グループ及び人材開発グループをいう。 

(3) 事務局長 行政組織規則第４条に規定する事務局長をいう。 

(4) 完結 事案の処理が終了することをいう。 

（文書等の管理の原則） 

第３条 文書等は、正確かつ迅速丁寧に取り扱い、常にその処理の経過を明らかにしてお

き、適正に管理しなければならない。 

（文書等の管理体制） 

第４条 文書等の管理に関する事務を統括させるため、最高文書管理責任者を置く。 

２ 文書等の管理に関する事務を指導し、及び改善させるため、グループに文書管理責任

者を置く。 

３ 文書等の収受、発送、保存、廃棄等の事務を処理させるため、グループに文書管理補

助者を置く。 

４ 文書管理補助者を補佐させるため、グループに文書事務担当者を置く。 

（文書等の作成） 

第５条 事案の処理に当たっては、軽易なものを除き、処理内容等を記録した文書等を作



成しなければならない。 

（文書等の分類） 

第６条 事務局長は、事務の性質、内容等に応じた系統的な文書等の分類の基準を定め、

当該分類の基準に従って文書等を整理しなければならない。 

（文書等の台帳） 

第７条 事務局長は、文書等の管理上必要な事項を記録した台帳を作成しなければならな

い。 

（保存期間） 

第８条 文書等は、次の表の種別の欄のとおり区分し、その保存期間は、それぞれ同表の

保存期間の欄に掲げるとおりとする。 

種別 保存期間 

第１種 １１年以上 

第２種 １０年 

第３種 ５年 

第４種 ３年 

第５種 １年 

第６種 事務処理上必要な１年未満の期間 

２ 事務局長は、別表に定める基準に基づき、文書等を前項の種別に区分し、整理するも

のとする。 

３ 文書等の保存期間の起算日は、第１種から第５種までの文書等にあっては当該文書等

が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の４月１日とし、第６種の文書等にあって

は当該文書等を作成し、又は取得した日とする。ただし、これにより難いものの起算日

については、別に定める。 

４ 前項の規定にかかわらず、次条第１項第３号に掲げる文書等の保存期間の起算日は、

その常時使用する必要がある期間が終了した日の属する会計年度の翌会計年度の４月１

日とする。 

５ 事務局長は、文書等の保存期間の満了に当たり、当該文書等をその保存期間を超えて

保存する必要があると認めるときは、その必要な期間当該文書等を保存することができ

る。 

（文書等の保存） 

第９条 事務局長は、次に掲げる文書等をグループの事務室内において保存するものとす

る。 

(1) 前会計年度に完結した文書等 



(2) 現会計年度に完結した文書等 

(3) グループにおいて常時使用する必要がある文書等 

(4) 前条第５項の規定により保存期間を超えて必要な期間保存する文書等 

２ 事務局長は、前項の規定によるグループの事務室内における保存が終了した同項第１

号から第３号までに掲げる文書等（保存期間が満了した文書等を除く。）を、事務局長

が指定する場所（以下「事務局の文庫」という。）に保存するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、文書等のうち電磁的記録の保存については、別に定める

ところによる。 

（文書等の廃棄） 

第１０条 事務局長は、事務局の文庫において保存している文書等の保存期間が満了した

ときは、その文書等の廃棄を決定するものとする。 

２ 事務局長は、グループにおいて保存している文書等の保存期間が満了したとき（第８

条第５項に規定する保存期間を超えて必要な期間保存する文書等にあっては、その必要

な期間が終了したとき）は、その文書等の廃棄を決定するものとする。 

３ 事務局長は、保存期間が満了する日の前に第１種から第５種までの文書等を廃棄しな

ければならない特別の理由が生じたと認めるときは、当該文書等の廃棄を決定すること

ができる。 

４ 前３項の規定により廃棄を決定した文書等は、別に定める方法により処分しなければ

ならない。 

（委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、文書等の管理に関し必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

１ この規則は、令和７年３月１日から施行する。 

２ この規則の規定は、この規則の施行の日以後に職員が作成し、又は取得した文書等

について適用し、同日前に職員が作成し、又は取得した文書等については、なお従前

の例による。 

  



別表（第８条関係） 

第１種文書等（保存期間が１１年以上の文書等） 

１  条例、規則、その他の重要な規程類の制定及び改廃に関する文書等 

２  予算及び決算に関する文書等で重要なもの 

３  彩の国さいたま人づくり広域連合議会に関する文書等で特に重要なもの 

４  行政委員会等委員の任免に関する文書等 

５  職員の任免、賞罰等に関する文書等 

６  年金、退職手当、公務災害補償等の決定に関する文書等で重要なもの 

７  行政不服審査に関する文書等で重要なもの 

８  訴訟に関する文書等で重要なもの 

９  原簿、台帳、図面等で重要なもの 

１０ 調査報告書、統計書、年報等で特に重要なもの 

１１ 公有財産の取得及び処分並びにこれらに関する登記関係の文書等 

１２ 彩の国さいたま人づくり広域連合の沿革に関する文書等で特に重要なもの 

１３ 彩の国さいたま人づくり広域連合の総合的な計画その他特に重要な事業の計画に

関する文書等 

１４ 法律関係が１０年を超える行政処分に関する文書等 

１５ 彩の国さいたま人づくり広域連合財務規則（平成１１年規則第１１号）第１８４

条の規定により１１年以上保存するものとして定められているもの 

１６ 前各号に掲げるもののほか、１１年以上保存する必要があると認められる文書等 

第２種文書等（保存期間が１０年の文書等） 

１  告示及び公告に関する文書等で重要なもの 

２  訓令及び通達のうち重要なもの 

３  彩の国さいたま人づくり広域連合議会に関する文書等で重要なもの 

４  外国との連絡又は交渉に関する文書等で重要なもの 

５  工事の設計書等で重要なもの 

６  行政不服審査に関する文書等で第１種の種別に属しないもの 

７  訴訟に関する文書等で第１種の種別に属しないもの 

８  重要な事業の計画に関する文書等 

９  諮問、答申等で重要なもの 

１０ 法律関係が５年を超える行政処分に関する文書等で第１種の種別に属しないもの 

１１ 契約書等で重要なもの 



１２ 彩の国さいたま人づくり広域連合財務規則第１８４条の規定により１０年間保存

するものとして定められているもの 

１３ 前各号に掲げるもののほか、１０年間保存する必要があると認められる文書等 

第３種文書等（保存期間が５年の文書等） 

１  訓令及び通達で第２種の種別に属しないもの 

２  通知、申請、届出、報告、進達等で重要なもの 

３  事業の計画に関する文書等 

４  諮問、答申等で第２種の種別に属しないもの 

５  非常勤職員及び会計年度任用職員の任免に関する文書等 

６  工事の設計書等で第２種の種別に属しないもの 

７  監査に関する文書等 

８  法律関係が３年を超える行政処分に関する文書等で第１種及び第２種の種別に属

しないもの 

９  契約書等 

１０ 彩の国さいたま人づくり広域連合財務規則第１８４条の規定により５年間保存す

るものとして定められているもの 

１１ 前各号に掲げるもののほか、５年間保存する必要があると認められる文書等 

第４種文書等（保存期間が３年の文書等） 

１  勤務整理簿、旅行命令簿、年次休暇簿等 

２  復命書 

３  通知、申請、届出、報告、進達等で第３種の種別に属しないもの 

４  請願、陳情等に関する文書等 

５  文書等の受領等に関する台帳 

６  情報公開に関する文書等 

７  行政処分に関する文書等で第１種から第３種までの種別に属しないもの 

８  彩の国さいたま人づくり広域連合財務規則第１８４条の規定により３年間保存す

るものとして定められているもの 

９  前各号に掲げるもののほか、３年間保存する必要があると認められる文書等 

第５種文書等（保存期間が１年の文書等） 

１  通知、報告、照会、回答等で軽易なもの 

２  彩の国さいたま人づくり広域連合財務規則第１８４条の規定により１年間保存す

るものとして定められているもの 



３  前各号に掲げるもののほか、１年間保存する必要があると認められる文書等 

第６種文書等（保存期間が事務処理上必要な１年未満の期間である文書等） 

１年以上の保存を要しない文書等 

 


